
川西市多数利用建築物耐震化助成事業補助金交付要綱 

 

平成 30年４月 1日 
改正 令和元年 5月 1日 
改正 令和元年10月 1日 
改正 令和2年 9月 1日 
改正 令和3年 1月 1日 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、川西市に存する不特定多数の市民が利用する建築物や地震の際に避難確保

上特に配慮を要する市民が利用する建築物等において、地震に対する安全性の向上及び耐震

改修の促進を図り、もって公共の福祉の確保に資することを目的とする。 

 

（総則） 

第２条 建築物の耐震性の向上を図るために本事業を実施する者に対する補助金の交付について

は、国が定める社会資本整備総合交付金要綱（住宅・建築物安全ストック形成事業）及び、兵庫

県が定める兵庫県県土整備部補助金交付要綱に定めるもののほか、この要綱の定めるところによ

る。 

 

（用語の定義） 

第３条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。 

（１） 要緊急安全確認大規模建築物 

建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第１２３号。以下「法」という。）附則

第３条に定める要緊急安全確認大規模建築物をいう。 

（２） 特定既存耐震不適格建築物  

法第１４条に定める建築物をいう。 

（３） 中規模多数利用建築物  

要緊急安全確認大規模建築物以外の特定既存耐震不適格建築物（法第５条第３項第１

号の耐震不明建築物に限る。）のうち、法第１５条第２項の規定による指示の対象となるもの

であって、同項第１号及び第２号に定めるものとする。 

（４） 小規模多数利用建築物  

中規模多数利用建築物以外の特定既存耐震不適格建築物（法第５条第３項第１号の耐

震不明建築物に限る。）のうち、法第１５条第１項の規定による指導及び助言の対象となるも

のであって、法第１４条第１号に定めるものとする。 

（５） 大企業  

次のア又はイのいずれかに該当する会社又は個人とする。 

ア 中小企業信用保険法（昭和２５年法律第２６４号）第２条第１項第１号及び第２号に定める

会社又は個人に該当しないもの 



イ アの会社又は個人から５０パーセント以上の出資を受けているもの 

（６） 国又は地方公共団体に関連する法人  

地方自治法施行令（昭和２２年５月３日政令第１６号）第１５２条第１項から第４項までに定

める法人又はそれに準じる法人をいう。 

（７） 建築物耐震評価者  

次のアからウまでに掲げるものとする。 

ア 既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会に参加する団体のうち、当該

委員会に登録された耐震判定委員会（耐震診断の結果及び耐震改修計画に関する判

定・評価等を行う委員会をいう。）を設置しているもの 

イ 建築基準法第２０条第１号の認定に係る性能評価を行う者として、国土交通大臣が指定

する団体 

ウ 建築物の地震に対する安全性に関する評価を行う技術的能力について、前号の団体と

同等以上の能力を有すると市長が認めるもの 

（８） 耐震診断  

建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針（平成１８年国土交通

省告示第１８４号）別添「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針に

なるべき事項」（以下「技術的基準」という。）第１の方法により、地震に対する安全性を評価

することをいう。 

 

（補助対象建築物） 

第４条 耐震診断の補助の対象となる建築物（以下「補助対象建築物」という。）は、次の各号に適合

するものとする。 

 （１） 川西市内に存する建築物であること 

 （２） 小規模多数利用建築物であること 

 （３） 地震に対する安全性に係る建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）又はこれに基づく命令若

しくは条例の規定（以下「耐震関係規定」という。）以外の規定に適合していること（建築基準法

第３条第２項の規定の適用を受けているもの及び耐震関係規定以外の規定に適合していない

もので、違反箇所について耐震診断等を行う前に是正措置を講じる又は耐震改修工事とあわ

せて是正措置を講じることが確実である場合を含む。） 

 

（補助対象事業者） 

第５条 補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象事業者」という。）は、次の各号のすべ

てに適合するものとする。 

 （１） 補助対象建築物の所有者又は管理者で所有者の同意を得ている者 

 （２） 国又は地方公共団体でない者 

 （３） 国又は地方公共団体に関連する法人でない者 

 （４） 大企業でない者 

 



（補助対象事業） 

第６条 補助金の交付の対象となる事業は、補助対象事業者が補助対象建築物に対して実施する

耐震診断に関する事業とする。 

 

（補助金の額） 

第７条 耐震診断に係る補助金の額は、当該診断に要する経費（消費税は算入しない）を上限として、

次の各号に定める額のいずれか低い額に３分の２を乗じた額を限度とする。 

 （１） 以下のアからウまでに掲げる㎡単価を基に算出した額 

  ア 面積１，０００㎡以内の部分は３，６７０円／㎡ 

  イ 面積１，０００㎡を超えて２，０００㎡以内の部分は１，５７０円／㎡ 

  ウ 面積２，０００㎡を超える部分は１，０５０円／㎡ 

 （２） 次の表の左欄に掲げる建築物の用途に応じて定める同表の右欄に掲げる額 

建築物の用途 補助対象限度額 

物販店・旅館その他 ３，６７０千円  

幼稚園又は保育園 １，８４０千円  

２ 前項の補助金の額は予算の範囲内において市長が定める。 

３ 補助金の額に１，０００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

４ 前各項に定めるもののほか、補助金の額の算定に関して必要な事項は市長が別に定める。 

 

（交付申請） 

第８条 耐震診断に係る補助金の交付を受けようとする者（以下「補助事業者」という。）は、補助金交

付申請書（別記第１号様式）に次の各号に定める図書を添えて、市長に提出しなければならない。 

 （１） 事業計画概要書（別記第２-１号様式、第２-２号様式） 

（２） 見積書の写し（事業費の積算内訳が分かる書類） 

 （３） 付近見取り図 

（４） 配置図、平面図、断面図 

（５） 建築物の外観写真 

（６） 耐震診断の実施者が建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第５条第１項各号に

掲げる者であることを確認できる書類 

 （７） 区分所有又は共有の建物の場合は、所有者間で合意されていることが確認できるもの 

（８） 所有者の住所、氏名等が確認できる書類（建物の登記事項証明書等） 

 （９） 所有者が大企業又は国若しくは地方公共団体に関連する法人でないことが確認できる書類 

（１０） 建築物の建築確認通知書及び検査済証の写し 

（１１） 委任状（代理人が申請事務を行う場合） 

 （１２） 管理者が申請する場合は、所有者の同意を得ていることが確認できる書類 

 （１３） その他市長が必要と認める書類 

 

（交付の決定等） 



第９条 市長は、前条の申請に係る補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定

（以下「交付決定」という。）を行うものとする。 

２ 市長は、交付決定をする場合において、当該補助金の交付の目的を達成するため必要があると

きは、条件を付するものとする。 

３ 市長は、交付決定の内容及びこれに付した条件を、補助金交付決定通知書（別記第３号様式）

により当該補助事業者に通知するものとする。 

４ 補助事業者は、前項の交付決定の通知が行われた後でなければ、事業に着手してはならない。 

 

（補助事業中止又は廃止） 

第１０条 補助事業者は、中止又は廃止を行おうとする場合は、事業中止（廃止）承認申請書（別記

第４号様式）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は前項の申請に対し、申請事項を承認すべきと認めたときは、その旨を事業中止（廃止）承

認通知書（別記第５号様式）により、当該補助事業者に通知するものとする。 

 

（交付決定額の変更） 

第１１条 補助事業者は、第９条第３項の規定により通知された金額（以下「交付決定額」という。）の

変更を受けようとするときは、補助金交付変更申請書（別記第６号様式）に第８条に定める図書の

うち当該変更に係るものを添えて、市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の申請があったときは、第９条第１項及び第２項の規定に準じ決定を行い、その旨

を補助金交付決定変更通知書（別記第７号様式）により、当該補助事業者に通知するものとする。 

３ 第９条第４項の規定は、前項の補助金の交付決定額の変更において準用する。 

 

（補助事業の遂行状況報告） 

第１２条 補助事業者が、市長から補助事業の遂行状況の報告を求められたときは、速やかに当該

報告をしなければならない。 

２ 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了する見込みがない場合又は補助事業の遂行

が困難となった場合は、速やかに補助事業遂行困難状況報告書（別記第８号様式）を市長に提

出して、その指示を受けなければならない。 

 

（実績報告） 

第１３条 耐震診断に係る補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該事業の完了した日の翌

日から起算して１５日を経過した日又は当該会計年度の終了する日のいずれか早い日までに、補

助事業実績報告書（別記第９号様式）に次の各号に定める図書を添えて、市長に提出しなければ

ならない。 

 （１） 事業実施報告書（別記第１０-１号様式、第１０-２号様式） 

 （２） 耐震診断結果報告書 

 （３） 契約書の写し 

 （４） 領収書の写し 



 （５） 交付決定通知書又は交付決定変更通知書の写し 

 （６） その他市長が必要と認める書類 

 

（補助金の額の確定） 

第１４条 市長は、前条の報告があったときは、速やかにその内容を審査し、補助事業の成果が補助

金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額

を確定し、補助金額確定通知書（別記第１１号様式）により補助事業者に通知するものとする。 

 

（補助金の支払い） 

第１５条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。た

だし、必要があると認められる経費については、概算払いをすることができる。 

２ 補助事業者は、前項の規定により補助金の支払いを受けようとするときは、補助金請求書（別記

第１２号様式）を市長に提出しなければならない。 

 

（交付決定の取消し等） 

第１６条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の

決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

 （１） この要綱の規定に違反したとき 

 （２） 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき 

 （３） 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき 

 （４） 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、補助金交付決定取消通知

書（別記第１３号様式）によりその者に通知するものとする。 

 

（補助金の返還） 

第１７条 市長は、第１０条第２項の中止（廃止）の承認又は前条第１項の交付決定の取消しを決定し

た場合において、当該中止（廃止）又は取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されている

ときは、当該決定の日の翌日から１５日以内の期限を定めて、その返還を命ずることができる。 

２ 市長は、第１４条の額の確定を行った場合において、既にその額を超える補助金が交付されてい

るときは、当該額の確定の日の翌日から１５日以内の期限を定めて、その返還を命ずることができ

る。 

３ 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前２項の期限を延長することができる。 

 

（加算金及び遅延利息） 

第１８条 補助事業者が、前条第１項の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係

る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年１０.９５パーセン

トの割合で計算した加算金（１０円未満は切捨て）を市に納付しなければならない。ただし、市長が

やむを得ない事情があると認めたときはこの限りではない。 



２ 補助事業者は、前条第１項及び第２項の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに

納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年

１０.９５パーセントの割合で計算した遅延利息（１０円未満は切捨て）を市に納付しなければならな

い。 

 

（帳簿の備付け） 

第１９条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、か

つ、収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から５年

間保存しなければならない。 

 

（その他） 

第２０条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は市長が別途定める。 

 

付 則  

（施行期日） 

１ この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

（失効規定） 

２ この要綱は、平成３５年３月３１日限り、その効力を失う。 

付 則  

（施行期日） 

１ この要綱は、令和元年 5 月１日から施行する。 

（失効規定） 

２ この要綱は、令和 5 年３月３１日限り、その効力を失う。 

付 則  

（施行期日） 

１ この要綱は、令和元年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第７条の規定は、令和元年１０月１日以降に完了する事業に対して適用し、令和元年９

月３０日以前に完了する事業については、なお従前の例による。 

付 則  

（施行期日） 

この要綱は、公布の日から施行する。 

付 則  

（施行期日） 

この要綱は、令和３年 1 月 1 日から施行する。 

 

 

 



 


